
ウ イ ル ス 性 肝 炎 患 者 に 対 す る 医 療 費 助 成 の 拡 充 等 を  

求 め る 意 見 書  

 

現 在 、 我 が 国 に は 、 肝 炎 ウ イ ル ス に 感 染 し 、 あ る い は 肝 炎 に り 患

し た 者 が 多 数 存 在 し 、 肝 炎 は 国 内 最 大 級 の 感 染 症 と な っ て い る 。  

ま た 、 Ｂ 型 ・ Ｃ 型 肝 炎 に 係 る ウ イ ル ス へ の 感 染 に つ い て は 、 国 の

責 め に 期 す べ き 事 由 に よ る も の で あ る こ と は 肝 炎 対 策 基 本 法 等 に お

い て 確 認 さ れ て い る 。  

ウ イ ル ス 性 肝 炎 患 者 に 対 す る 医 療 費 助 成 は 、 Ｂ 型 ・ Ｃ 型 肝 炎 に 対

す る 抗 ウ イ ル ス 療 法 に 限 定 さ れ て い る た め 、 助 成 の 対 象 か ら 外 れ て

い る 患 者 が 相 当 数 に の ぼ っ て い る 。 特 に 肝 硬 変 ・ 肝 が ん 患 者 は 高 額

の 医 療 費 を 負 担 せ ざ る を 得 な い 状 態 に あ り 、 い っ そ う の 行 政 的 ・ 社

会 的 支 援 が 求 め ら れ て い る 。  

ま た 、 肝 硬 変 患 者 に 対 す る 生 活 支 援 制 度 で あ る 障 害 年 金 に つ い て

は 、 適 正 な 認 定 範 囲 の 実 現 に 配 慮 し た 基 準 見 直 し 作 業 が 進 ん で い る

も の の 、 身 体 障 害 者 福 祉 法 上 の 肝 疾 患 の 障 害 認 定 制 度 （ 身 体 障 害 者

手 帳 ） は 、 医 学 上 の 認 定 基 準 が 極 め て 厳 し く 、 重 篤 な 病 態 に 陥 ら な

け れ ば 認 定 さ れ な い と い う 実 態 が あ る 。  

よ っ て 、 国 に お い て は 、 下 記 の 事 項 を 実 現 す る よ う 強 く 求 め る 。  

記  

１  ウ イ ル ス 性 肝 硬 変 ・ 肝 が ん に 係 る 医 療 費 助 成 制 度 を 創 設 す る こ

と 。  

２  身 体 障 害 者 福 祉 法 上 の 肝 疾 患 に よ る 身 体 障 害 者 手 帳 の 認 定 基 準

を 緩 和 し 、 患 者 の 実 態 に 応 じ た 認 定 制 度 に す る こ と 。  

以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  

 

  平 成 ２ ７ 年 ３ 月 １ ９ 日  

 

意 見 書 提 出 先  

内 閣 総 理 大 臣 ／ 衆 議 院 議 長 ／ 参 議 院 議 長 ／ 厚 生 労 働 大 臣  


